
大阪市建築基準法施行条例（平成１２年大阪市条例第６２号）の一部を次のように改正

する。

第３条第１項中「第５条の４第４項」を「第５条の６第４項」に改める。

第６条第１項第２号中「構造計算適合性判定を要する」を「法第６条の３第１項た

だし書に規定する建築主事が行う同項ただし書に規定する特定構造計算基準若しくは

特定増改築構造計算基準又は法第１８条第４項ただし書に規定する特定構造計算基準若

しくは特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査（以下「構造計算適合性審

査」という。）を含む」に、「及び３，３００円の合計額に、構造計算適合性判定」を「に、

構造計算適合性審査」に改め、同条第２項中「第１８条第１４項」を「第１８条第１６項」に

改め、同条第３項中「第１８条第１７項」を「第１８条第１９項」に改め、同条第５項中「別

表第８各号」を「別表第９各号」に改め、同項を同条第６項とし、同条中第４項の次

に次の１項を加える。

５ 令第１３７条の１６第２号の規定による認定の申請に対する審査については、１件に

つき、別表第８の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める額の手数料をその申

請をする者から徴収する。

別表第１備考第２号中「係る建築物」を「係る建築物及び都市の低炭素化の促進に

関する法律（平成２４年法律第８４号）第５４条第５項の規定により確認済証の交付があっ

たものとみなされる同法第５３条第１項に規定する低炭素建築物新築等計画に係る建築

物」に改める。

別表第２を次のように改める。

議 案 第１６６号

大阪市建築基準法施行条例の一部を改正する条例案

１



別表第２（第６条関係）

備考 この表において、「床面積」とは、構造計算適合性審査に係る建築物の部分

の床面積とする。ただし、確認済証の交付を受けた建築物（構造計算適合性審査

を受けたものに限る。）の計画を変更して建築物を建築し、又はその大規模の修

繕若しくは大規模の模様替をする場合にあっては、構造計算適合性審査に係る建

築物の部分の床面積の２分の１の面積（床面積の増加する部分にあっては、当該

増加する部分の床面積）とする。

別表第８第１号中「（法第８７条の２第１項」を「又は第２号（法第８７条の２」に、

「承認」を「認定」に改め、同表第１号の２中「第１８条第２２項第１号」を「第１８条第

２４項第１号又は第２号」に、「第８８条第２項」を「第８８条第１項若しくは第２項」に、

「承認」を「認定」に改め、同表を別表第９とし、別表第７の次に次の１表を加える。

別表第８（第６条関係）

床 面 積 手数料の額

２００平方メートル以下 １１７，１００円

２００平方メートルを超え５００平方メートル以下 １４０，０００円

５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以下 １６２，８００円

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以下 １８５，７００円

２，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以下 ２２１，９００円

１０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メートル以下 ２９４，７００円

５０，０００平方メートル超 ５４１，３００円

床 面 積 の 合 計 手数料の額

１００平方メートル以下 ２７，０００円

１００平方メートルを超え２００平方メートル以下 ３６，０００円

２００平方メートルを超え５００平方メートル以下 ４９，０００円

５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以下 ７０，０００円

２



備考 この表において「床面積の合計」とは、令第１３７条の１６第２号の規定による

認定に係る建築物の床面積の合計とする。

附 則

この条例は、平成２７年６月１日から施行する。ただし、別表第１備考第２号の改正

規定及び別表第８第１号の２の改正規定（「第８８条第２項」を「第８８条第１項若しく

は第２項」に改める部分に限る。）は、公布の日から施行する。

平成２７年２月２４日提出

大阪市長 橋 下 徹

説 明

建築基準法等の一部改正に伴い、構造計算適合性審査、移転の認定の申請に対する審査及び建

築主事による仮使用の認定の申請に対する審査に係る手数料を定めるとともに、規定を整備する

ため、条例の一部を改正する必要があるので、この案を提出する次第である。

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以下 ９３，０００円

２，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以下 ２２０，０００円

１０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メートル以下 ３７７，０００円

５０，０００平方メートル超 ５８４，０００円

３



（工事監理者の届出等）

第３条 建築物、建築設備又は工作物（以下「建築物等」という。）の建築主、設置者又は築造

主（法第１２条第２項の国の機関の長等を含む。）は、法第５条の４
第５条の６

第４項の工事監理者を選任

し、又は変更したときは、市規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長（指定確認検

査機関の確認に係る建築物等にあっては当該指定確認検査機関）に届け出なければならない。

２ 省 略

（手数料）

第６条 確認申請等（法の規定に基づく確認の申請及び法第１８条第２項（法第８７条第１項、第８７

条の２並びに第８８条第１項及び第２項において準用する場合を含む。）の規定による通知をい

う。以下同じ。）に対する審査（指定確認検査機関が行うものを除く。）で次の各号に掲げるも

のについては、当該各号に定める額の手数料をその確認申請等をする者から徴収する。ただし、

市規則で定める磁気ディスク等による確認申請等にあっては、当該額から２，０００円を減じた額

の手数料を徴収する。

� 省 略

� 建築物に係る確認申請等に対する審査のうち、構造計算適合性判定を要する
法第６条の３第１項ただし書に規定する建

築主事が行う同項ただし書に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準又

は法第１８条第４項ただし書に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に

適合するかどうかの審査（以下「構造計算適合性審査」という。）を含む
もの 前号に定め

る額及び３，３００円の合計額に、構造計算適合性判定
構造計算適合性審査

１件につき、別表第２の左欄に掲げる区

分に応じ、同表右欄に定める額を加算した額

�－� 省 略

２ 完了検査申請等（法の規定に基づく建築物等に関する完了検査の申請及び法第１８条第１４項
第１６項

（法第８７条の２並びに第８８条第１項及び第２項において準用する場合を含む。）の規定による

（参 照） 傍線は削除�
�
�太字は改正

大阪市建築基準法施行条例（抄）

４



通知をいう。以下同じ。）に関する検査（指定確認検査機関が行うものを除く。）で次の各号

に掲げるものについては、当該各号に定める額の手数料をその完了検査申請等をする者から徴

収する。

�－� 省 略

３ 中間検査申請等（法の規定に基づく建築物に関する中間検査の申請及び法第１８条第１７項
第１９項

の規

定による通知をいう。以下同じ。）に関する検査（指定確認検査機関が行うものを除く。）に

ついては、１件につき、別表第６の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める額の手数料を

その中間検査申請等をする者から徴収する。

４ 省 略

５ 令第１３７条の１６第２号の規定による認定の申請に対する審査については、１件につき、別表

第８の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める額の手数料をその申請をする者から徴収す

る。

５
６

前各項に定めるもののほか、法（法の規定に基づく本市の条例を含む。）、令又はこの条例

の規定に基づく事務で別表第８
別表第９

各号に掲げるものについては、１件につき、当該各号に定める

額の手数料をその申請をする者から徴収する。

別表第１（第６条関係）

備考 この表において、「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める面積とする。

� 省 略

� 確認済証の交付を受けた建築物（長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律

第８７号）第６条第５項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる同法第５条第

１項に規定する長期優良住宅建築等計画に係る建築物及び都市の低炭素化の促進に関する法

律（平成２４年法律第８４号）第５４条第５項の規定により確認済証の交付があったものとみなさ

れる同法第５３条第１項に規定する低炭素建築物新築等計画に係る建築物を除く。以下同

じ。）の計画の変更をして建築物を建築する場合（第５号に掲げる場合及び移転する場合を

除く。） 省 略

省 略

５



�－� 省 略

別表第２（第６条関係）

備考

１ この表において、「床面積」とは、構造計算適合性判定に係る建築物の部分の床面積

とする。ただし、確認済証の交付を受けた建築物（構造計算適合性判定を受けたものに

限る。）の計画を変更して建築物を建築し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模

様替をする場合にあっては、構造計算適合性判定に係る建築物の部分の床面積の２分の

１の面積（床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積）とする。

２ この表において、「プログラム審査」とは、国土交通大臣の認定を受けたプログラム

を使用し、かつ、入力情報の電子データが提出されたものについて行う審査をいう。

区 分

手数料の額
床 面 積

構造計算適合性

判定の審査方法

２００平方メートル以下 プログラム審査 ８８，７００円

上記以外の審査 １１７，１００円

２００平方メートルを超え５００平方メートル以下 プログラム審査 １００，１００円

上記以外の審査 １４０，０００円

５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以下 プログラム審査 １１１，６００円

上記以外の審査 １６２，８００円

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以下 プログラム審査 １２３，０００円

上記以外の審査 １８５，７００円

２，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以下 プログラム審査 １３９，６００円

上記以外の審査 ２２１，９００円

１０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メートル以下 プログラム審査 １７６，０００円

上記以外の審査 ２９４，７００円

５０，０００平方メートル超 プログラム審査 ２９７，６００円

上記以外の審査 ５４１，３００円

６



別表第２ 省 略

別表第３－別表第７ 省 略

別表第８ 省 略

別表第８
別表第９

（第６条関係）

� 法第７条の６第１項第１号又は第２号（法第８７条の２第１項又は第８８条第１項若しくは

第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく仮使用の承認
認定

の申請に対する審査

省 略

（１の２） 法第１８条第２２項
第２４項

第１号又は第２号（法第８７条の２又は法第８８条第１項若しくは第２項

において準用する場合を含む。）の規定に基づく仮使用の承認
認定

の申請に対する審査 省 略

（１の３）－	 省 略

７
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